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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に超音波を送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子から受信される反射エ
コー信号に基づいて超音波画像を構成する超音波画像構成部と、前記被検体のボディーマ
ークを作成するボディーマーク作成部と、前記ボディーマークを表示するとともに操作者
による操作を受け付ける表示操作部とを備え、
　前記表示操作部による前記ボディーマークの指定に応じて、前記表示操作部は該指定さ
れた指定ボディーマークに関連する複数のボディーマークを表示し、前記複数のボディー
マークから前記表示操作部に表示する所望のボディーマークが選択され、
　前記表示操作部は、前記指定ボディーマークを表示するとともに、前記指定ボディーマ
ークと異なる診断部位のボディーマークと、前記指定ボディーマークと同じ診断部位のボ
ディーマークとを、前記指定ボディーマークの表示位置を基準にして異なる方向に表示す
ることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　複数のボディーマークを予め記憶するボディーマーク記憶部を備え、前記ボディーマー
ク作成部は、前記指定ボディーマークに関連する複数のボディーマークを前記ボディーマ
ーク記憶部から読み出し、前記表示操作部に表示させることを特徴とする請求項１記載の
超音波診断装置。
【請求項３】
　前記表示操作部は、前記指定ボディーマークの周囲に前記複数のボディーマークを表示
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することを特徴とする請求項１または請求項２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記指定ボディーマークと異なる診断部位のボディーマークは、診断部位の代表となる
代表ボディーマークであることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項記載の
超音波診断装置。
【請求項５】
　前記表示操作部における前記代表ボディーマークの指定に応じて、前記表示操作部は、
指定された前記代表ボディーマークと同じ診断部位の複数のボディーマークを表示するこ
とを特徴とする請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　被検体に超音波を送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子から受信される反射エ
コー信号に基づいて超音波画像を構成する超音波画像構成部と、前記被検体のボディーマ
ークを作成するボディーマーク作成部と、前記ボディーマークを表示するとともに操作者
による操作を受け付ける表示操作部とを備え、
　前記表示操作部による前記ボディーマークの指定に応じて、前記表示操作部は該指定さ
れた指定ボディーマークに関連する複数のボディーマークを表示し、前記複数のボディー
マークから前記表示操作部に表示する所望のボディーマークが選択され、
　前記表示操作部は、前記指定ボディーマークと異なる診断部位のボディーマークと、前
記指定ボディーマークと同じ診断部位のボディーマークとを前記指定ボディーマークを基
準にして異なる方向に表示し、
　前記指定ボディーマークと異なる診断部位のボディーマークは、それぞれの診断部位の
代表となる代表ボディーマークであり、
　前記代表ボディーマークは、それぞれの診断部位において最も表示頻度が高いボディー
マークであることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　被検体に超音波を送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子から受信される反射エ
コー信号に基づいて超音波画像を構成する超音波画像構成部と、前記被検体のボディーマ
ークを作成するボディーマーク作成部と、前記ボディーマークを表示するとともに操作者
による操作を受け付ける表示操作部とを備え、
　前記表示操作部による前記ボディーマークの指定に応じて、前記表示操作部は該指定さ
れた指定ボディーマークに関連する複数のボディーマークを表示し、前記複数のボディー
マークから前記表示操作部に表示する所望のボディーマークが選択され、
　前記表示操作部は、前記指定ボディーマークと異なる診断部位のボディーマークと、前
記指定ボディーマークと同じ診断部位のボディーマークとを前記指定ボディーマークを基
準にして異なる方向に表示し、
　前記表示操作部は、前記指定ボディーマークと同じ診断部位における複数のボディーマ
ークを当該診断部位において表示頻度が高い順に表示することを特徴とする超音波診断装
置。
【請求項８】
　被検体に超音波を送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子から受信される反射エ
コー信号に基づいて超音波画像を構成する超音波画像構成部と、前記被検体のボディーマ
ークを作成するボディーマーク作成部と、前記ボディーマークを表示するとともに操作者
による操作を受け付ける表示操作部とを備え、
　前記表示操作部による前記ボディーマークの指定に応じて、前記表示操作部は該指定さ
れた指定ボディーマークに関連する複数のボディーマークを表示し、前記複数のボディー
マークから前記表示操作部に表示する所望のボディーマークが選択され、
　前記表示操作部は、前記指定ボディーマークの所定方向にボディーマークを非表示にす
る非表示マークを表示することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　被検体に超音波を送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子から受信される反射エ
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コー信号に基づいて超音波画像を構成する超音波画像構成部と、前記被検体のボディーマ
ークを作成するボディーマーク作成部と、前記ボディーマークを表示するとともに操作者
による操作を受け付ける表示操作部とを備え、
　前記表示操作部による前記ボディーマークの指定に応じて、前記表示操作部は該指定さ
れた指定ボディーマークに関連する複数のボディーマークを表示し、前記複数のボディー
マークから前記表示操作部に表示する所望のボディーマークが選択され、
　前記表示操作部によって前記所望のボディーマークを選択した場合、前記表示操作部は
、該選択された所望のボディーマークを前記超音波探触子の位置を示すプローブマークと
ともに拡大表示することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
　被検体に超音波を送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子から受信される反射エ
コー信号に基づいて超音波画像を構成する超音波画像構成部と、前記被検体のボディーマ
ークを作成するボディーマーク作成部と、前記ボディーマークを表示するとともに操作者
による操作を受け付ける表示操作部とを備え、
　前記表示操作部による前記ボディーマークの指定に応じて、前記表示操作部は該指定さ
れた指定ボディーマークに関連する複数のボディーマークを表示し、前記複数のボディー
マークから前記表示操作部に表示する所望のボディーマークが選択され、
　前記超音波探触子の位置を示すプローブマークを作成するプローブマーク作成部を備え
、前記表示操作部による前記プローブマークの指定に応じて、前記表示操作部は該指定さ
れたプローブマークに関連する複数のプローブマークを表示し、前記複数のプローブマー
クから前記表示操作部に表示する所望のプローブマークが選択されることを特徴とする超
音波診断装置。
【請求項１１】
　前記プローブマーク作成部は、該指定されたプローブマークと同じ種類であり表示角度
が異なるプローブマークと、該指定されたプローブマークと表示形態が異なるプローブマ
ークを作成することを特徴とする請求項１０記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　被検体に超音波を送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子から受信される反射エ
コー信号に基づいて超音波画像を構成する超音波画像構成部と、前記被検体のボディーマ
ークを作成するボディーマーク作成部と、前記ボディーマークを表示するとともに操作者
による操作を受け付ける表示操作部とを備え、
　前記表示操作部による前記ボディーマークの指定に応じて、前記表示操作部は該指定さ
れた指定ボディーマークに関連する複数のボディーマークを表示し、前記複数のボディー
マークから前記表示操作部に表示する所望のボディーマークが選択され、
　前記表示操作部は、前記超音波探触子の種類に応じて、前記指定ボディーマークに関連
する複数のボディーマークを表示することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記表示操作部は、前記指定ボディーマークを所定角度毎に回転して作成された複数の
ボディーマークを表示することを特徴とする請求項１から請求項１２のいずれか１項記載
の超音波診断装置。
【請求項１４】
　前記表示操作部は、前記指定ボディーマークに関連する複数のボディーマークを立体的
に表示することを特徴とする請求項１から請求項１３のいずれか１項記載の超音波診断装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像を表示する超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　超音波診断装置は、超音波探触子により被検体に超音波を送信し、被検体内部から生体
組織の構造に応じた超音波の反射エコー信号を受信し、被検体内の超音波画像を構成して
表示する。ここで、タッチパネルを用いて、診断領域を示すボディーマーク上に表示され
ているプローブマークを回転及び移動を行うことができる超音波診断装置が提案されてい
る(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2009-56202号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献1に記載された超音波診断装置は、タッチパネルを用いてボディーマークを変
更することが考慮されていない。このように、タッチパネルを用いてプローブマークを回
転及び移動を行うことができていても、タッチパネルを用いてボディーマークを変更する
ことを実現できていなかった。そのため、ボディーマークを別途変更する操作時間を必要
としていた。
【０００５】
　本発明では、簡便にボディーマークを設定することができる超音波診断装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　 本発明の目的を達成するため、タッチパネル(表示操作部)に表示されているボディー
マークに関連する複数のボディーマークを表示し、複数のボディーマークからタッチパネ
ル(表示操作部)に表示する所望のボディーマークが選択され、選択された所望のボディー
マークに表示変更される。すなわち、本発明は、被検体に超音波を送受信する超音波探触
子と、前記超音波探触子から受信される反射エコー信号に基づいて超音波画像を構成する
超音波画像構成部と、前記被検体のボディーマークを作成するボディーマーク作成部と、
前記ボディーマークを表示するとともに操作者による操作を受け付ける表示操作部とを備
え、前記表示操作部による前記ボディーマークの指定に応じて、前記表示操作部は該指定
された指定ボディーマークに関連する複数のボディーマークを表示し、前記複数のボディ
ーマークから前記表示操作部に表示する所望のボディーマークが選択され、前記表示操作
部は、前記指定ボディーマークを表示するとともに、前記指定ボディーマークと異なる診
断部位のボディーマークと、前記指定ボディーマークと同じ診断部位のボディーマークと
を、前記指定ボディーマークの表示位置を基準にして異なる方向に表示することを特徴と
する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、簡便にボディーマークを設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施例1と実施例2の超音波診断装置の構成を例示するブロック図。
【図２】本発明の表示操作部52(画像表示部28)の一表示形態を示す図。
【図３】本発明のボディーマークの表示に関する一表示形態を示す図。
【図４】本発明のボディーマークの選択に関する一表示形態を示す図。
【図５】本発明のボディーマークの選択に関する一表示形態を示す図。
【図６】本発明のボディーマークの選択に関する一表示形態を示す図。
【図７】本発明のプローブマークの選択に関する一表示形態を示す図。
【図８】本発明のプローブマークの選択に関する一表示形態を示す図。
【図９】本発明のプローブマークの選択に関する一表示形態を示す図。
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【図１０】本発明のプローブマークの調整に関する一表示形態を示す図。
【図１１】本発明のプローブマークの調整に関する一表示形態を示す図。
【図１２】本発明のプローブマークの調整に関する一表示形態を示す図。
【図１３】本発明のプローブマークの調整に関する一表示形態を示す図。
【図１４】本発明の実施例2に関する一表示形態を示す図。
【図１５】本発明の実施例3の超音波診断装置の構成を例示するブロック図。
【図１６】本発明の実施例3に関する一表示形態を示す図。
【図１７】本発明の実施例3に関する一表示形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の超音波診断装置について、図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００１０】
　図1は、本発明の超音波診断装置の構成を例示するブロック図である。図1に示すように
、本実施形態に係る超音波診断装置は、被検体10に当接させて用いる超音波探触子12と、
超音波診断装置本体50と、画像の表示及び操作を行うことができる表示操作部52とから構
成されている。
【００１１】
　超音波診断装置本体50は、超音波探触子12を介して被検体10に時間間隔をおいて超音波
を繰り返し送信する送信部14と、被検体10から発生する時系列の反射エコー信号を受信す
る受信部20と、送信部14と受信部20を制御する超音波送受信制御部18と、受信された反射
エコーを整相加算してRF信号フレームデータを時系列に生成する整相加算部22と、整相加
算部22で生成されたRF信号フレームデータに基づいて超音波画像を構成する超音波画像構
成部24と、超音波画像と他の画像を合成する画像合成部26と、複数のボディーマークを記
憶するボディーマーク記憶部42と、ボディーマーク記憶部42に記憶されている複数のボデ
ィーマークから画像表示部28に表示する所望のボディーマークを作成するボディーマーク
作成部44と、複数のプローブマークを記憶するプローブマーク記憶部46と、プローブマー
ク記憶部46に記憶されている複数のプローブマークから画像表示部28に表示する所望のプ
ローブマークを作成するプローブマーク作成部48と、各構成要素の制御を行う制御部40と
を有している。
【００１２】
　表示操作部52は、いわゆるタッチパネルであり、表示と操作の機能を備えている。表示
操作部52は、超音波診断装置本体50から出力される画像を表示する画像表示部28と、操作
者による操作を受け付け、超音波診断装置本体50の操作を行う操作部30を有している。画
像表示部28は、例えば被検体10の超音波画像を表示することができる液晶パネルであり、
操作部30は、例えば操作者の手(指先)の接触を検出することができるパッドである。例え
ば、静電容量方式のパッドでは、操作者の手(指先)と導電膜間における静電容量の変化に
基づいて操作者の手(指先)が接触した位置を検出する。操作部30と制御部40は電気的に接
続されており、操作者による操作部30の操作に基づいて、制御部40は各構成要素の制御を
行う。
【００１３】
　超音波探触子12は、複数の振動子を配設して形成されており、接触させた被検体10に振
動子を介して超音波を送受信する。送信部14は、超音波探触子12を駆動して超音波を発生
させるための送波パルスを生成するとともに、送信される超音波の収束点をある深さに設
定し、超音波探触子12を介して被検体10に時間間隔をおいて超音波を繰り返し送信する。
受信部20は、被検体10から発生する時系列の反射エコー信号を超音波探触子12を介して受
信し、受信した反射エコー信号について所定のゲインで増幅してRF信号(受波信号)を生成
する機能を有している。超音波送受信制御部18は、送信部14及び受信部20を制御し、超音
波探触子12を介して被検体10に対して超音波を送受信させる。整相加算部22は、受信部20
で受信された反射エコー信号を整相加算する。その際、整相加算部22は、受信部20で増幅
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されたRF信号を入力して位相制御し、一点又は複数の収束点に対し超音波ビームを形成し
てRF信号フレームデータを時系列に生成する。
【００１４】
　超音波画像構成部24は、被検体10の断層部位のデータ、具体的には整相加算部22からの
RF信号フレームデータを入力してゲイン補正、ログ圧縮、検波、輪郭強調、フィルタ処理
等の信号処理を行い、超音波画像データ(例えば、被検体10の白黒の濃淡断層画像、ドプ
ラ画像、弾性画像)を構成する。また、超音波画像構成部24は、図示はしないが、超音波
画像データをデジタル信号に変換するA/D変換器と、変換された複数の超音波画像データ
を時系列に記憶するフレームメモリと、制御コントローラを含んで構成されている。フレ
ームメモリに記憶された被検体10内の超音波画像データが1画像として取得され、取得さ
れた超音波画像データがテレビ同期で読み出される。
【００１５】
　ボディーマーク記憶部42は、予め複数のボディーマークを記憶している。具体的には、
ボディーマーク記憶部42は、腹部、首部、胸部などの診断部位に対応して複数の種類のボ
ディーマークを記憶している。
【００１６】
　ボディーマーク作成部44は、操作者による表示操作部52(操作部30)の操作に応じて、ボ
ディーマーク記憶部42に記憶されている複数のボディーマークから表示操作部52(画像表
示部28)に表示するボディーマークを作成する。
【００１７】
　プローブマーク記憶部46は、予め複数のプローブマークを記憶している。プローブマー
ク作成部48は、操作者による表示操作部52(操作部30)の操作に応じて、プローブマーク記
憶部46に記憶されている複数のプローブマークから表示操作部52(画像表示部28)に表示す
る所望のプローブマークを作成する。
【００１８】
　画像合成部26は、ボディーマーク作成部44で作成されたボディーマークと、プローブマ
ーク作成部48で作成されたプローブマークと、超音波画像構成部24で構成された超音波画
像とを合成して、表示操作部52(画像表示部28)に出力する。表示操作部52(画像表示部28)
は、画像合成部26からの出力に基づいて、超音波画像とともにボディーマークとプローブ
マークを表示する。つまり、表示操作部52(画像表示部28)は、超音波画像とともにボディ
ーマークとプローブマークを表示することができる。
【００１９】
　図2は、本発明の超音波診断装置における表示操作部52(画像表示部28)の一表示形態を
示す図である。表示操作部52(画像表示部28)には、被検体10内の超音波画像60、被検体10
の診断部位を示すボディーマーク70と超音波探触子12の位置を示すプローブマーク72が表
示されている。表示操作部52(画像表示部28)には超音波探触子12のスキャン開始位置又は
終了位置を示すスキャンマーク74も表示されている。スキャンマーク74は、プローブマー
ク72と連動して表示される。例えば、プローブマーク72を移動したり回転したりすると、
スキャンマーク74もプローブマーク72の動きに合わせて移動したり回転したりする。
【００２０】
　(ボディーマーク表示)
　図3は、本発明の超音波診断装置における表示操作部52(画像表示部28)のボディーマー
クの表示に関する一表示形態を示す図である。
【００２１】
　図3は、表示操作部52(画像表示部28)において表示されているボディーマーク70を操作
者が指定した時、すなわち、表示操作部52によるボディーマークの指定に応じて、指定し
たボディーマーク70に関連する複数のボディーマークが表示操作部52(画像表示部28)に表
示される表示形態である。ボディーマーク70は、被検体10の腹部正面を示すボディーマー
クである。
【００２２】
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　ボディーマーク70が表示されている位置(ボディーマーク表示領域)に操作者の手(指先)
62が接触した時、すなわち、表示操作部(操作部30)によるボディーマーク70の指定に応じ
て、表示操作部52(操作部30)はボディーマーク70が操作者によって指定されたことを認識
する。表示操作部52(操作部30)は、ボディーマーク70が指定されたことを制御部40に伝達
する。制御部40は、ボディーマーク作成部44に対して、ボディーマークを選択するための
複数のボディーマークを表示操作部52(画像表示部28)に表示するように指示を行う。ボデ
ィーマーク作成部44は、指定されたボディーマーク70に関連する複数のボディーマークを
ボディーマーク記憶部42から読み出し、表示操作部52(画像表示部28)に表示させる。表示
操作部52(画像表示部28)は、指定されたボディーマーク70の周囲にボディーマーク70に関
連する複数のボディーマークを表示する。
【００２３】
　図3に示すように、ボディーマーク作成部44は、指定されたボディーマーク70と異なる
診断部位のボディーマーク80、90、100などと、指定されたボディーマーク70と同じ診断
部位のボディーマーク76、78などを作成する。例えば、表示操作部52(画像表示部28)は、
指定されたボディーマーク70と異なる診断部位のボディーマーク80、90、100と、指定さ
れたボディーマーク70と同じ診断部位のボディーマーク76、78とを指定されたボディーマ
ーク70を基準(中心)にして異なる方向に表示する。
【００２４】
　具体的には、指定されたボディーマーク70の上下方向には、指定されたボディーマーク
70と異なる診断部位におけるボディーマーク80、90、100が表示される。指定されたボデ
ィーマーク70と異なる診断部位におけるボディーマーク80、90、100は、それぞれの診断
部位の代表となる代表ボディーマークである。例えば、被検体10の首部を示すボディーマ
ーク80、被検体10内の胎児を示すボディーマーク90、被検体10の胸部を示すボディーマー
ク100などが表示される。
【００２５】
　なお、指定されたボディーマーク70と異なる診断部位におけるボディーマーク80、90、
100は、それぞれの診断部位において最も表示頻度が高いボディーマークを代表ボディー
マークとして表示操作部52(画像表示部28)に表示することもできる。具体的には、ボディ
ーマーク記憶部42は、過去に表示操作部52(画像表示部28)に表示された表示頻度(表示回
数)とともに腹部、首部、胸部などの診断部位に対応して複数の種類のボディーマークを
記憶する。そして、ボディーマーク作成部44は、指定されたボディーマーク70と異なる診
断部位のボディーマーク80、90、100を作成する際、それぞれの診断部位において最も表
示頻度が高い代表ボディーマークをボディーマーク記憶部42から読み出し、表示操作部52
(画像表示部28)に表示させる。よって、表示操作部52(画像表示部28)に最も表示頻度が高
い代表ボディーマークが表示されるため、後述するボディーマークの選択時間を短縮する
ことができる。それぞれのボディーマークの表示頻度は、ボディーマークが表示操作部52
(画像表示部28)に表示される際に(＋1)が加算され更新される。
【００２６】
　また、操作者は、表示操作部52(画像表示部28)に表示する代表ボディーマークを予め設
定することもできる。具体的には、操作者は、表示操作部52(操作部30)を用いて異なる診
断部位において表示する代表ボディーマークを選択する。ボディーマーク記憶部42は、代
表ボディーマークの選択情報とともに腹部、首部、胸部などの診断部位に対応して複数の
種類のボディーマークを記憶する。例えば、腹部であれば、正面腹部を示すボディーマー
ク70を代表ボディーマークとして選択して、ボディーマーク記憶部42に記憶させることで
きる。
【００２７】
　ボディーマーク作成部44は、指定されたボディーマーク70と異なる診断部位のボディー
マーク80、90、100を作成する際、それぞれの診断部位において予め選択された代表ボデ
ィーマークをボディーマーク記憶部42から読み出し、表示操作部52(画像表示部28)に表示
させる。よって、表示操作部52(画像表示部28)に予め選択された代表ボディーマークが表
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示されるため、後述するボディーマークの選択時間を短縮することができる。
【００２８】
　また、指定されたボディーマーク70の水平方向には、同じ診断部位におけるボディーマ
ーク76、78が表示される。ボディーマーク70は腹部のボディーマークであるので、腹部に
関連するボディーマーク76、78などがボディーマーク70の水平方向に表示される。具体的
には、被検体10の右腹部を示すボディーマーク76、被検体10の左腹部を示すボディーマー
ク78がボディーマーク70の水平方向に表示される。
【００２９】
　なお、表示操作部52(画像表示部28)は、指定されたボディーマーク70と同じ診断部位に
おけるボディーマーク76、78を当該診断部位において表示頻度が高い順にに表示すること
もできる。具体的には、ボディーマーク記憶部42は、過去に表示操作部52(画像表示部28)
に表示された当該診断部位における表示頻度(表示回数)とともに複数の種類のボディーマ
ークを記憶する。そして、ボディーマーク作成部44は、指定されたボディーマーク70と同
じ診断部位のボディーマーク76、78を作成する際、当該診断部位において表示頻度が高い
順にボディーマークをボディーマーク記憶部42から読み出し、表示操作部52(画像表示部2
8)に表示させる。例えば、正面腹部、右腹部、左腹部の順で表示頻度が高い場合、図3に
示すように、正面腹部を示すボディーマーク70を基準にして、右腹部を示すボディーマー
ク76、左腹部を示すボディーマーク78の順で表示操作部52(画像表示部28)に表示される。
【００３０】
　さらに、表示操作部52(画像表示部28)は、指定されたボディーマーク70の所定方向(水
平方向)にボディーマーク70を非表示にする非表示マーク200を表示する。図3に示すよう
に、正面腹部を示すボディーマーク70を基準にして、右腹部を示すボディーマーク76と左
腹部を示すボディーマーク78の反対側(左側)に非表示マーク200が表示される。表示操作
部52(画像表示部28)によって、非表示マーク200を選択すると、表示操作部52(画像表示部
28)に表示されていたボディーマーク70が消去される。
【００３１】
　(ボディーマーク選択)
　ここで、表示操作部52(操作部30)によるボディーマークの選択について、図4～図6を用
いて説明する。図4～図6は、表示操作部52(画像表示部28)のボディーマークの選択に関す
る一表示形態を示す図である。
【００３２】
　まず、図3に示すように、操作者が手(指先)62で指定したボディーマーク70に関連する
複数のボディーマークを表示した状態で、図4に示すように、操作者は、表示操作部52(画
像表示部28)に表示されている複数のボディーマークから、表示操作部52(操作部30)によ
って表示操作部52(画像表示部28)に表示させたい所望のボディーマークを選択する。
【００３３】
　図4に示すように、指定されたボディーマーク70の水平方向には、ボディーマーク70と
同じ診断部位(腹部)におけるボディーマーク76、78が表示される。操作者が指定したボデ
ィーマーク70と同じ診断部位(腹部)のボディーマークを選択したいのであれば、表示操作
部52(操作部30)で水平方向に表示されているボディーマーク70と同じ診断部位(腹部)のボ
ディーマーク76、78から表示操作部52(画像表示部28)に表示させたいボディーマークを選
択する。
【００３４】
　具体的には、操作者が手(指先)62で指定したボディーマーク70の位置から、操作者の手
(指先)62を表示操作部52(操作部30)に接触させたままスライドさせ、操作者が手(指先)62
を表示操作部52(操作部30)から離す。操作者が表示操作部52(操作部30)から手(指先)62を
離した位置に表示されているボディーマークが表示操作部52(操作部30)によって選択され
る。
【００３５】
　例えば、左腹部を示すボディーマーク78を選択する場合、図4に示すように、操作者は
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手(指先)62を表示操作部52(操作部30)に接触させたまま水平方向(右方向)にスライドし、
左腹部を示すボディーマーク78上で操作者の手(指先)62を表示操作部52(操作部30)から離
す。表示操作部52(操作部30)から手(指先)62を離した位置に対応する左腹部を示すボディ
ーマーク78が表示操作部52(操作部30)によって選択される。
【００３６】
　なお、表示操作部52(操作部30)はワンタッチとダブルタッチを区別して検出して操作す
ることもできる。例えば、ワンタッチされた位置に表示されているボディーマーク70に関
連する複数のボディーマークをボディーマーク記憶部42から読み出し、表示操作部52(画
像表示部28)に表示させる。そして、ダブルタッチされた位置に表示されているボディー
マーク78が表示操作部52(画像表示部28)に表示させたい所望のボディーマークとして選択
される。
【００３７】
　また、操作者が指定したボディーマーク70と異なる診断部位のボディーマークを選択し
たいのであれば、図5、図6に示すように、指定されたボディーマーク70と異なる診断部位
の代表となる代表ボディーマーク80、90、100を表示操作部52(操作部30)によって指定す
る。指定されたボディーマーク70と異なる診断部位の代表となる代表ボディーマーク80が
表示操作部52(操作部30)によって指定された時、表示操作部52(画像表示部28)は、指定さ
れた代表ボディーマーク80と同じ診断部位の複数のボディーマーク82、84を表示する。
【００３８】
　図5に示すように、表示操作部52(操作部30)は、首部の代表となるボディーマーク80を
指定すると、指定されたボディーマーク80と同じ診断部位(首部)のボディーマーク82、84
を表示する。
【００３９】
　指定されたボディーマーク80の水平方向には、同じ診断部位におけるボディーマーク82
、84が表示される。ボディーマーク80は首部のボディーマークであるので、首部に関連す
るボディーマーク82、84がボディーマーク80の水平方向に表示される。具体的には、被検
体10の顎全体を含む首部を示すボディーマーク82、被検体10の頭部全体を含む首部を示す
ボディーマーク84がボディーマーク80の水平方向に表示される。
【００４０】
　操作者が指定したボディーマーク80と同じ診断部位(首部)のボディーマークを選択した
いのであれば、操作者は表示操作部52(操作部30)で水平方向に表示されているボディーマ
ーク80と同じ診断部位(首部)のボディーマーク82、84から表示操作部52(画像表示部28)に
表示させたいボディーマークを選択する。
【００４１】
　なお、表示操作部52(画像表示部28)は、指定されたボディーマーク80の水平方向にボデ
ィーマークを非表示にする非表示マーク200を追従して表示する。図5に示すように、ボデ
ィーマーク80を基準にして、ボディーマーク82とボディーマーク84の反対側(左側)に非表
示マーク200が表示される。
【００４２】
　また、図6に示すように、表示操作部52(操作部30)によってボディーマーク90を指定す
ると、指定されたボディーマーク90と同じ診断部位の複数のボディーマーク92、94、96を
表示する。指定されたボディーマーク90と同じ診断部位の複数のボディーマーク92、94、
96は、指定されたボディーマーク90を所定角度毎に回転したボディーマークである。つま
り、表示操作部(画像表示部28)は、指定されたボディーマーク90を所定角度毎に回転して
作成された複数のボディーマーク92、94、96を表示する。
【００４３】
　図6に示すように、指定されたボディーマーク90の水平方向には、同じ診断部位におけ
るボディーマーク92、94、96が表示される。ボディーマーク90は胎児のボディーマークで
あるので、胎児90に関連するボディーマーク92、94、96などがボディーマーク90の水平方
向に表示される。具体的には、被検体10内の胎児が90度毎に回転したボディーマーク92、
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94、96が水平方向に表示される。
【００４４】
　操作者が指定したボディーマーク90と同じ診断部位(胎児)のボディーマークを選択した
いのであれば、操作者は表示操作部52(操作部30)で水平方向に表示されているボディーマ
ーク90と同じ診断部位(胎児)のボディーマーク92、94、96から表示操作部52(画像表示部2
8)に表示させたいボディーマークを選択する。つまり、操作者は、表示操作部52(画像表
示部28)に表示させたい胎児のボディーマークの角度をボディーマーク90、92、94、96か
ら選択することができる。
【００４５】
　なお、表示操作部52(画像表示部28)は、指定されたボディーマーク90の水平方向にボデ
ィーマークを非表示にする非表示マーク200を追従して表示する。図6に示すように、ボデ
ィーマーク90を基準にして、ボディーマーク92、94、96の反対側(左側)に非表示マーク20
0が表示される。
【００４６】
　(プローブマーク選択)
　ここで、選択されたボディーマークとともに表示するプローブマークの選択について、
図7～図9を用いて説明する。図7～図9は、表示操作部52(画像表示部28)のプローブマーク
の選択に関する一表示形態を示す図である。
【００４７】
　表示操作部52(操作部30)によって所望のボディーマークを選択した場合、表示操作部52
(画像表示部28)は、選択された所望のボディーマークをプローブマークとともに拡大表示
する。例えば、図4に示すように、表示操作部52(操作部30)で左腹部を示すボディーマー
ク78を選択した場合、図7に示すように、表示操作部52(画像表示部28)は、選択された左
腹部を示すボディーマーク78をプローブマーク72とともに拡大表示する。
【００４８】
　図8は、表示操作部52(画像表示部28)において表示されているプローブマーク72を操作
者によって指定した時、指定したプローブマーク72に関連する複数のプローブマークが表
示される表示形態である。
【００４９】
　ここでは、表示操作部(画像表示部28)に表示されているプローブマークが表示操作部52
(操作部30)で指定された時、すなわち、表示操作部(操作部30)によるプローブマークの指
定に応じて、表示操作部(画像表示部28)は該指定されたプローブマークに関連する複数の
プローブマークを表示し、複数のプローブマークから表示操作部(画像表示部28)に表示す
る所望のプローブマークが選択される。
【００５０】
　具体的には、プローブマーク72が表示されている位置(プローブマーク表示領域)に操作
者の手(指先)62が接触した時、表示操作部52(操作部30)はプローブマーク72が操作者によ
って指定されたことを認識する。表示操作部52(操作部30)は、プローブマーク72が指定さ
れたことを制御部40に伝達する。制御部40は、プローブマーク作成部48に対して、プロー
ブマークを選択するための複数のプローブマークを表示操作部52(画像表示部28)に表示す
るように指示を行う。プローブマーク作成部48は、指定されたプローブマーク72に関連す
るプローブマークをプローブマーク記憶部46から読み出し、表示操作部52(画像表示部28)
に表示させる。表示操作部52(画像表示部28)は、指定されたプローブマーク72の周囲にプ
ローブマーク72に関連するプローブマークを表示する。
【００５１】
　図8に示すように、プローブマーク作成部48は、指定されたプローブマーク72と同じ種
類であり、表示角度が異なるプローブマーク120、130、140、150と、指定されたプローブ
マーク72と表示形態が異なるプローブマーク720、722、110を作成する。例えば、表示操
作部52(画像表示部28)は、指定されたプローブマーク72と45度毎に表示角度が異なるプロ
ーブマーク120、130、140、150を表示する。なお、図示しないが、表示角度が異なる複数
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のプローブマークによって、360度回転することに対応したプローブマークを表示操作部5
2(画像表示部28)に表示することができる。
【００５２】
　また、指定されたプローブマーク72と表示形態が異なるプローブマークは、例えば、指
定されたプローブマーク72と大きさが異なるプローブマーク720、722、矢印で表示される
プローブマーク110などのようにプローブマーク72の表示形態を変形させたプローブマー
クである。指定されたプローブマーク72と大きさが異なるプローブマーク720、722は、超
音波探触子12の種類に応じて選択される。プローブマーク720は、指定されたプローブマ
ーク72に比べて大きく、プローブマーク722は、指定されたプローブマーク72に比べて小
さい。例えば、操作者が比較的大きい超音波探触子12を用いる場合、プローブマーク720
を選択する。
【００５３】
　まず、図8に示すように、操作者が手(指先)62で指定したプローブマーク72に関連する
複数のプローブマークを表示した状態で、図9に示すように、操作者は、表示操作部52(画
像表示部28)に表示されている複数のプローブマークから、表示操作部52(操作部30)によ
って表示操作部52(画像表示部28)に表示させたいプローブマークを選択する。
【００５４】
　操作者が指定したプローブマーク72と角度が異なるプローブマークを選択したいのであ
れば、操作者は表示操作部52(操作部30)で上下方向に表示されている表示角度が異なるプ
ローブマーク120、130、140、150から表示操作部52(画像表示部28)に表示させたいプロー
ブマークを選択する。つまり、操作者は、表示操作部52(画像表示部28)に表示させたいプ
ローブマークの角度をプローブマーク120、130、140、150から選択することができる。
【００５５】
　例えば、プローブマーク72と180度方向が異なるプローブマーク150を選択する場合、図
9に示すように、操作者は手(指先)62を表示操作部52(操作部30)に接触させたまま上下方
向(下方向)にスライドし、プローブマーク150上で操作者の手(指先)62を表示操作部52(操
作部30)から離す。表示操作部52(操作部30)から手(指先)62を離した位置に対応するプロ
ーブマーク150が表示操作部52(操作部30)によって選択される。
【００５６】
　また、表示操作部52(画像表示部28)は、指定されたプローブマークの水平方向にプロー
ブマークを編集する編集マーク210を表示する。操作者によって編集マーク210が選択され
ると、指定されたプローブマークによって表示される複数のプローブマークの変更を行う
ことができる。
【００５７】
　操作者によって編集マーク210が選択されると、操作者は、表示形態が異なるプローブ
マーク720、722、110において、指定されたプローブマーク72と大きさが異なるプローブ
マーク720、722、矢印で表示されるプローブマーク110を表示するか否かを設定すること
ができる。例えば、指定されたプローブマーク72と大きさが異なるプローブマーク720、7
22のみを表示することができる。
【００５８】
　操作者によって編集マーク210が選択されると、操作者は、表示角度が異なるプローブ
マーク120、130、140、150において、表示角度を設定することができる。操作者は、例え
ば、45度毎にプローブマーク120、130、140、150を表示するか、90度毎にプローブマーク
130、150を表示するかを設定することができる。
【００５９】
　(プローブマーク調整)
　次にプローブマークの調整について、図10～図13を用いて説明する。図10～図13は、表
示操作部52(画像表示部28)のプローブマークの調整に関する一表示形態を示す図である。
【００６０】
　表示操作部52(操作部30)によって選択されたプローブマーク150の表示角度を調整した
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い場合、操作者の手(指先)62でプローブマーク150の表示角度を調整する。具体的には、
まず、図10に示すように、操作者は手62の2つの指で表示操作部52(画像表示部28)に表示
されているプローブマーク150を指定する。そして、図11に示すように、表示操作部52(操
作部30)を用いて、操作者は手62のある指でプローブマーク150の一端を固定し、もう1つ
の指でプローブマーク150の他端を回転させる。図11に示されている破線は回転前のプロ
ーブマーク150を示し、実線は回転後のプローブマーク150を示している。
【００６１】
　また、表示操作部52(操作部30)によって選択されたプローブマーク150の大きさを調整
したい場合、操作者の手(指先)62でプローブマーク150の大きさを調整する。具体的には
、図12に示すように、操作者は手62の2つの指で表示操作部52(画像表示部28)に表示され
ているプローブマーク150を指定する。そして、図12に示すように、表示操作部52(操作部
30)を用いて、操作者は手62のある指でプローブマーク150の一辺を固定し、もう1つの指
でプローブマーク150の他辺を移動させる。他辺の移動量に応じて、プローブマーク150の
大きさが決定される。図12に示されている破線は拡大前のプローブマーク150を示し、実
線は拡大後のプローブマーク150を示している。超音波探触子12のスキャン開始位置又は
終了位置を示すスキャンマークもプローブマーク150と同様にして大きさが調整される。
【００６２】
　上述のように、プローブマーク150の調整が完了した後、図13に示すように、表示操作
部52(画像表示部28)は、選択されたボディーマーク78を選択されたプローブマーク150と
ともに元(拡大表示前)のサイズで表示する。プローブマーク150とともにスキャンマーク1
52も表示される。このように、ボディーマークとプローブマークの設定が終了する。
【００６３】
　以上、本実施例の超音波診断装置によれば、被検体10に超音波を送受信する超音波探触
子12と、超音波探触子12から受信される反射エコー信号に基づいて超音波画像を構成する
超音波画像構成部24と、被検体10のボディーマークを作成するボディーマーク作成部44と
、ボディーマークを表示するとともに操作者による操作を受け付ける表示操作部52とを備
え、表示操作部52によるボディーマークの指定に応じて、表示操作部52は該指定されたボ
ディーマークに関連する複数のボディーマークを表示し、複数のボディーマークから表示
操作部52に表示する所望のボディーマークが選択される。
【００６４】
　よって、指定されたボディーマークに関連する複数のボディーマークが表示されるため
、簡便に表示操作部52に表示するボディーマークを設定することができる。
【００６５】
　なお、本実施例では、指定されたボディーマーク70の上下方向には、指定されたボディ
ーマーク70と異なる診断部位におけるボディーマーク80、90、100が表示され、指定され
たボディーマーク70の水平方向には、同じ診断部位におけるボディーマークが表示される
形態を示したが、表示方向は逆であってもよい。例えば、指定されたボディーマーク70の
水平方向には、指定されたボディーマーク70と異なる診断部位におけるボディーマーク80
、90、100を表示させ、指定されたボディーマーク70の上下方向には、同じ診断部位にお
けるボディーマークが表示させることもできる。
【００６６】
　また、操作部30は、操作者の手(指先)の接触を認識することができるパッドを用いて表
示操作部52(操作部30)を操作する形態を示したが、操作部30は電磁誘導方式のパッドであ
ってもよい。電磁誘導方式のパッドの場合、表示操作部52(操作部30)を操作するのは、操
作者の手(指先)ではなく、スタイラスペンである。
【００６７】
　また、表示操作部52は画像表示部28と操作部30を一体に備える形態を示したが、画像表
示部28と操作部30を分離して備えていてもよい。また、画像表示部28は、超音波画像を表
示する表示部とボディーマークを表示する表示部を分離して備えていてもよい。
【実施例２】
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【００６８】
　ここで、実施例2について、図14を用いて説明する。実施例1と異なる点は、表示操作部
52(画像表示部28)は指定されたボディーマーク70に関連する複数のボディーマークを立体
的に表示する点である。
【００６９】
　図14は、表示操作部52(画像表示部28)の一表示形態を示す図である。図14は、表示操作
部52(画像表示部28)において表示されているボディーマーク70を操作者が指定した時、指
定したボディーマーク70に関連する複数のボディーマークが立体的に表示操作部52(画像
表示部28)に表示される表示形態である。
【００７０】
　ボディーマーク作成部44は、指定されたボディーマーク70に関連する複数のボディーマ
ークをボディーマーク記憶部42から読み出し、複数のボディーマークを立体的に表示操作
部52(画像表示部28)に表示させる。具体的には、ボディーマーク作成部44は、複数のボデ
ィーマークを輪状に表示操作部52(画像表示部28)に表示させる。例えば、指定されたボデ
ィーマーク70の上下方向には、指定されたボディーマーク70と異なる診断部位におけるボ
ディーマーク80、90、100、400、410、420が輪状に表示される。また、指定されたボディ
ーマーク70の水平方向には、ボディーマーク70と同じ診断部位(腹部)におけるボディーマ
ーク76、78、300、310が輪状に表示される。
【００７１】
　ボディーマーク作成部44は、複数のボディーマークを輪状に表示した時に重なった部分
のボディーマークを認識することができるように、手前側に表示されるボディーマークを
半透明にして表示操作部52(画像表示部28)に表示させることもできる。また、ボディーマ
ーク作成部44は、複数のボディーマークが重なった部分を表示しない、つまり、手前側に
表示されるボディーマークのみを表示し、複数のボディーマークが重ならない部分を半透
明して表示操作部52(画像表示部28)に表示させることもできる。
【００７２】
　そして、操作者は、表示操作部52(画像表示部28)に表示されている複数のボディーマー
クから、表示操作部52(操作部30)によって表示操作部52(画像表示部28)に表示させたいボ
ディーマークを選択する。
【００７３】
　具体的には、操作者が手(指先)62で指定したボディーマーク70の位置から、操作者の手
(指先)62を表示操作部52(操作部30)に接触させたままスライドさせると、表示操作部52(
画像表示部28)は、スライド方向に沿って表示されている複数のボディーマークを輪状に
回転して表示する。例えば、操作者の手(指先)62を水平方向にスライドさせると、ボディ
ーマーク70と同じ診断部位(腹部)におけるボディーマーク76、78、300、310が輪状に回転
して表示される。そして、操作者が表示操作部52(操作部30)から手(指先)62を離した位置
に表示されているボディーマークが表示操作部52(操作部30)によって選択される。
【００７４】
　以上、本実施例によれば、表示操作部52(画像表示部28)に表示される複数のボディーマ
ークが多い場合であっても、複数のボディーマークの視認性を向上させることができ、さ
らに簡便にボディーマークの選択を行うことができる。
【実施例３】
【００７５】
　ここで、実施例3について、図15～図17を用いて説明する。実施例1、2と異なる点は、
表示操作部52(画像表示部28)に表示されているボディーマークが表示操作部52(操作部30)
で指定された時、表示操作部52(画像表示部28)は、超音波探触子12の種類に応じて、指定
されたボディーマークに関連する複数のボディーマークを表示する点である。
【００７６】
　図15は、本発明の実施例3の超音波診断装置の構成を例示するブロック図である。超音
波探触子12と制御部40は電気的に接続されており、超音波探触子12の種類に基づいて、制
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御部40は各構成要素の制御を行う。ボディーマーク記憶部42は、超音波探触子12の種類と
複数のボディーマークとを対応づけて記憶している。例えば、ボディーマーク記憶部42は
、コンベックス探触子用のボディーマーク(腹部のボディーマークと胎児のボディーマー
クなど)をコンベックス探触子に対応づけて記憶している。ボディーマーク記憶部42は、
リニア探触子用のボディーマーク(首部のボディーマークと胸部のボディーマークなど)を
リニア探触子に対応づけて記憶している。
【００７７】
　超音波探触子12としてコンベックス探触子を使用している場合、図16に示すように、表
示操作部52(画像表示部28)には超音波画像60が扇形に表示される。超音波探触子12がコン
ベックス探触子であることを操作者に認識させるために、制御部40は、超音波探触子12が
コンベックス探触子であることを示す探触子情報62を表示操作部52(画像表示部28)に表示
させることもできる。
【００７８】
　そして、ボディーマーク70が表示されている位置(ボディーマーク表示領域)に操作者の
手(指先)62が接触した時、表示操作部52(操作部30)はボディーマーク70が操作者によって
指定されたことを認識する。表示操作部52(操作部30)は、ボディーマーク70が指定された
ことを制御部40に伝達する。制御部40は、ボディーマーク作成部44に対して、コンベック
ス探触子用の複数のボディーマークを表示操作部52(画像表示部28)に表示するように指示
を行う。ボディーマーク作成部44は、指定されたボディーマーク70に関連するとともにコ
ンベックス探触子用のボディーマークをボディーマーク記憶部42から読み出し、表示操作
部52(画像表示部28)に表示させる。表示操作部52(画像表示部28)は、指定されたボディー
マーク70の周囲にコンベックス探触子用のボディーマークを表示する。腹部のボディーマ
ーク70と胎児のボディーマーク90などのコンベックス探触子用のボディーマーク500が表
示操作部52(画像表示部28)に表示される。腹部のボディーマーク70と胎児のボディーマー
ク90などのコンベックス探触子用のボディーマーク500は、それぞれの診断部位の代表と
なる代表ボディーマークである。
【００７９】
　超音波探触子12としてリニア探触子を使用している場合、図17に示すように、表示操作
部52(画像表示部28)には超音波画像60が矩形に表示される。超音波探触子12がリニア探触
子であることを操作者に認識させるために、制御部40は、超音波探触子12がリニア探触子
であることを示す探触子情報62を表示操作部52(画像表示部28)に表示させることもできる
。
【００８０】
　そして、ボディーマーク70が表示されている位置(ボディーマーク表示領域)に操作者の
手(指先)62が接触した時、表示操作部52(操作部30)はボディーマーク80が操作者によって
指定されたことを認識する。表示操作部52(操作部30)は、ボディーマーク80が指定された
ことを制御部40に伝達する。制御部40は、ボディーマーク作成部44に対して、リニア探触
子用の複数のボディーマークを表示操作部52(画像表示部28)に表示するように指示を行う
。ボディーマーク作成部44は、指定されたボディーマーク80に関連するとともにリニア探
触子用のボディーマークをボディーマーク記憶部42から読み出し、表示操作部52(画像表
示部28)に表示させる。表示操作部52(画像表示部28)は、指定されたボディーマーク80の
周囲にリニア探触子用のボディーマークを表示する。首部のボディーマーク80と胸部のボ
ディーマーク100などのリニア探触子用のボディーマーク510が表示操作部52(画像表示部2
8)に表示される。首部のボディーマーク80と胸部のボディーマーク100などのリニア探触
子用のボディーマーク510は、それぞれの診断部位の代表となる代表ボディーマークであ
る。
【００８１】
　以上、本実施例によれば、超音波探触子12の種類に応じて複数のボディーマークが表示
されるため、さらに簡便にボディーマークの選択を行うことができる。
【符号の説明】
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【００８２】
10　被検体、12　超音波探触子、14　送信部、18　超音波送受信制御部、20　受信部、22
　整相加算部、24　超音波画像構成部、26　画像合成部、28　画像表示部、30　操作部、
40　制御部、42　ボディーマーク記憶部、44　ボディーマーク作成部、46　プローブマー
ク記憶部、48　プローブマーク作成部、50　本体、52　表示操作部

【図１】 【図２】
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